
現在、常時雇用する労働者が300人以下の中小企業は、一般事業主行動計画の策
定・届出等が努力義務となっておりますが、令和4年4月1日より、策定・届出等
の義務の対象が「常時雇用する労働者が101人以上の事業主」へと拡大されます。
本説明会では、一般事業主行動計画の策定・届出方法や情報公表の方法等を説

明いたします。また、同じく令和4年4月1日より、中小企業に義務付けられるパ
ワーハラスメント防止対策についても併せてご説明いたします。

説明会内容

中小企業の皆さまへ
労働者数
300人以下の

改正女性活躍推進法
対応説明会

令和４年４月
施行対応

Zoomを使用した
オンライン開催も実施！

第一部 女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画の
策定・届出等について

第二部 ハラスメント防止対策について

石川労働局

開催日時

第１回：８月２６日（木） １３：３０～１５：００
第２回：９月３日（金） １３：３０～１５：００
第３回：９月２４日（金） １３：３０～１５：００
第４回：９月２８日（火） １４：３０～１６：００

実施方法 第１回：Ｚｏｏｍによるオンライン開催
第２回～第４回：会場及びオンライン同時開催

会場 金沢駅西合同庁舎６階 共用第１会議室（金沢市西念3-4-1）

定員 オンライン開催定員：１００名
会場開催定員：３０名

申込方法 裏面をご確認の上、お申し込みください。

新型コロナウイルス感染拡大防止対策を実施の上、説明会を開催いたします。



説明会参加の申込みについて
石川労働局ホームページの申込みフォーム（右のＱＲコー
ド）よりお申し込みください。
インターネットをご利用になれない場合は、①事業場名称、
②所在地、③参加希望日、④参加者氏名、⑤電話番号を記載
の上、FAXによりお申込みください。

※オンライン開催につきましては、申込み完了通知メールにて参加に必要とな
るミーティングＩＤ及びパスコードお送りいたします。Ｚｏｏｍを使用します
ので、オンライン開催にご参加いただく場合は、Ｚｏｏｍが使用できる環境の
整備をお願いいたします。
会場開催につきましては、１事業場につき原則１名の参加とします。
ご記載いただいた個人情報は本事業以外で使用いたしません。

★お問合せ： 石川労働局 雇用環境・均等室
〒920-0024 金沢市西念3-4-1 金沢駅西合同庁舎6F
電 話（０７６）２６５－４４２９
ＦＡＸ（０７６）２２１－３０８７

石川労働局 イベント情報

No 開催日時 実施方法（定員） 申込締め切り

第１回 令和３年８月２６日（木）
13：30～15:00 オンライン開催（１００名） ８月１８日（水）

第２回 令和３年９月３日（金）
13：30～15:00

オンライン開催（１００名）
会場開催（３０名） ８月２５日（水）

第３回 令和３年９月２４日（金）
13：30～15:00

オンライン開催（１００名）
会場開催（３０名） ９月１６日（木）

第４回 令和３年９月２８日（火）
14：30～16:00

オンライン開催（１００名）
会場開催（３０名） ９月２０日（月）

※各回定員に達した段階で、受付を終了いたします。




